
 

 

１ 児童福祉法 
第 2条第 3項（国と地方公共団体の責務） 

児童の健全育成について、第一義的な責任は児童の保護者にある（同法同条第 2 項）が、

国と地方公共団体も保護者と共に健全育成の責任を負っている。 

※責務は第 3 条に規定されているが、責務とはすなわち第 11 条第 1 項各号（児相が行う一

般的業務の条項）、第 27条第 1項第 3号（施設措置の条項）などのことであるため、3条は

あまり使う条文でなない。 

 

 

 

 

第 11条第 1項第 2号 

都道府県が行う業務。児相が行う業務の大半が本条文を根拠としている。 

例えば児童福祉司指導は第 27条第 1項第 2 号が根拠条文であるが、指導の中身は第 11 条

第 1項第 2号が根拠となる。 

児相が行うあらゆる業務は、本条文を拡大解釈してあてはめられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係法令 

国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責

任を負う。 

児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。 

イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。 

ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするも

のに応ずること。 

ハ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学

的及び精神保健上の判定を行うこと。 

ニ 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて心理又は児童の健康及び

心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこ

と。 

ホ 児童の一時保護を行うこと。 

ヘ 児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除後の家庭その他の環境の調整、当該

児童の状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保すること。 

ト 里親に関する次に掲げる業務を行うこと。 

（１） 里親に関する普及啓発を行うこと。 

（２） 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を

行うこと。 

（３） 里親と第二十七条第一項第三号の規定により入所の措置が採られて乳児院、児

童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している児童及び里親相互

の交流の場を提供すること。 

（４） 第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託に資するよう、里親の選定

及び里親と児童との間の調整を行うこと。 
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第 25条第 1項（要保護児童の通告） 

要保護児童を発見した者は、児童相談所等に通告しなければならないとの条文。 

警察からの書面通告のうち、児童虐待に関するもの以外（養育者不在等の養護ケース等）

は、本条文を根拠として通告される。 

※児童虐待は児童虐待防止法第 6条第 1項を根拠として、通告される。 

 

 

 

 

 

 

第 26条第 1項第 8号 

放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点

事業、一時預かり事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援

拠点事業、親子関係形成支援事業、子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業そ

の他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業（保育所を含む）の利用が適当な者を

市町村に通知する条文。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託しようとする児童及びその保

護者並びに里親の意見を聴いて、当該児童の養育の内容その他の内閣府令で定める事項

について当該児童の養育に関する計画を作成すること。 

チ 養子縁組により養子となる児童、その父母及び当該養子となる児童の養親となる

者、養子縁組により養子となつた児童、その養親となつた者及び当該養子となつた児童

の父母（特別養子縁組により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を

含む。）その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な

情報の提供、助言その他の援助を行うこと。 

リ 児童養護施設その他の施設への入所の措置、一時保護の措置その他の措置の実施及

びこれらの措置の実施中における処遇に対する児童の意見又は意向に関し、都道府県児

童福祉審議会その他の機関の調査審議及び意見の具申が行われるようにすることその他

の児童の権利の擁護に係る環境の整備を行うこと。 

ヌ 措置解除者等の実情を把握し、その自立のために必要な援助を行うこと。 

要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児

童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相

談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、

この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 

放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠

点事業、一時預かり事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成

支援拠点事業、親子関係形成支援事業、子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げ

る事業その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認

める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。 
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第 27条第 1項第 2号 

児童福祉司指導及び児童家庭支援センター等への指導委託に関する条文。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 27条第 1項第 3号 

施設措置、里親委託に関する条文 

 

 

 

 

 

第 27条第 1項第 4号 

触法少年やぐ犯少年等家庭裁判所の審判に付すことが適当な児童を、家庭裁判所送致する 

 

 

 

 

第 28条第 1項第 1号 

親権者又は未成年後見人が児童の施設措置、里親委託に同意しない時に、家庭裁判所の承

認を得て 2年間は施設措置、里親委託ができる根拠条文。 

 

 

 

 

第 28条第 2項 

28条審判の更新に関する条文。 

28 条の有効期間は措置若しくは委託された日から起算して 2 年間を超えてはならないた

め、2 年間を超えて親権者や未成年後見人の同意なしに施設措置や里親委託を行う場合は、

家庭裁判所への更新申立てが必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しく

は事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護

者の住所若しくは居所において、児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委

員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う

障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設

置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若し

くは前条第一項第二号に規定する内閣府令で定める者に委託して指導させること。 

児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養

護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させるこ

と。 

家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致

すること。 

保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二

十七条第一項第三号の措置を採ること。 

前項第一号及び第二号ただし書の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から

二年を超えてはならない。ただし、当該措置に係る保護者に対する指導措置（第二十七

条第一項第二号の措置をいう。以下この条並びに第三十三条第二項及び第十八項におい

て同じ。）の効果等に照らし、当該措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待し、著

しくその監護を怠り、その他著しく当該児童の福祉を害するおそれがあると認めるとき

は、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、当該期間を更新することができる。 
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第 30条（同居人届） 

四親等内の児童以外の児童を、親権者若しくは未成年後見人から離して、一定期間、自己

の家庭に同居させる場合に都道府県知事に届け出なければならない条文。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 33条第 1項（児相長の職権一時保護） 

児相長の職権による一時保護（委託含む）の根拠条文。ただし、職権一時保護は 7日以内。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 33条第 3項（一時保護の司法審査） 

一時保護状の請求に関する条文。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者又は未成年後見人から離して、自己の

家庭（単身の世帯を含む。）に、三月（乳児については、一月）を超えて同居させる意思

をもつて同居させた者又は継続して二月以上（乳児については、二十日以上）同居させ

た者（法令の定めるところにより児童を委託された者及び児童を単に下宿させた者を除

く。）は、同居を始めた日から三月以内（乳児については、一月以内）に、市町村長を経

て、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その届出期間内に同居をやめた

ときは、この限りでない。 

② 前項に規定する届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から一

月以内に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。 

③ 保護者は、経済的理由等により、児童をそのもとにおいて養育しがたいときは、市

町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、児童福祉司又は児童委員に相談し

なければならない。 

児童相談所長は、児童虐待のおそれがあるとき、少年法第六条の六第一項の規定により

事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認める

ときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な

保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握す

るため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせるこ

とができる。 

児童相談所長又は都道府県知事は、前二項の規定による一時保護を行うときは、次に掲

げる場合を除き、一時保護を開始した日から起算して七日以内に、第一項に規定する場

合に該当し、かつ、一時保護の必要があると認められる資料を添えて、これらの者の所

属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に次

項に規定する一時保護状を請求しなければならない。この場合において、一時保護を開

始する前にあらかじめ一時保護状を請求することを妨げない。 

一 当該一時保護を行うことについて当該児童の親権を行う者又は未成年後見人の同

意がある場合 

二 当該児童に親権を行う者又は未成年後見人がない場合 

三 当該一時保護をその開始した日から起算して七日以内に解除した場合 
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第 33条第 4項（一時保護状の発布） 

一時保護状の請求を受けた裁判所が、第 33条第 1項に該当すると認めるときは、一時保護

状を発するとの条文 

 

 

 

 

 

第 33条第 7項（一時保護状の却下） 

裁判所が一時保護状請求を却下した時の対応に関する条文（一時保護状の請求を却下する

との裁判の取り消しを上級審に求める根拠条文） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 33条第 12項（一時保護の期間） 

一時保護の期間は原則 2か月とする根拠条文。 

 

 

 

 

第 33条第 14項（親権者等の同意がない中で 2か月を超えての一時保護） 

家庭裁判所への 2か月を超えての一時保護の承認を求める根拠条文。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裁判官は、前項の規定による請求（以下この条において「一時保護状の請求」という。）

のあつた児童について、第一項に規定する場合に該当すると認めるときは、一時保護状

を発する。ただし、明らかに一時保護の必要がないと認めるときは、この限りでない。 

児童相談所長又は都道府県知事は、裁判官が一時保護状の請求を却下する裁判をしたと

きは、速やかに一時保護を解除しなければならない。ただし、一時保護を行わなければ

児童の生命又は心身に重大な危害が生じると見込まれるときは、児童相談所長又は都道

府県知事は、当該裁判があつた日の翌日から起算して三日以内に限り、第一項に規定す

る場合に該当し、かつ、一時保護の必要があると認められる資料及び一時保護を行わな

ければ児童の生命又は心身に重大な危害が生じると見込まれると認められる資料を添え

て、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がし

た裁判に対してはその裁判官が所属する裁判所にその裁判の取消しを請求することがで

きる。 

第一項及び第二項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から二月

を超えてはならない。 

前項の規定により引き続き一時保護を行うことが当該児童の親権を行う者又は未成年

後見人の意に反する場合においては、児童相談所長又は都道府県知事が引き続き一時保

護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行つた後二月を超えて引き続き一時保

護を行おうとするときごとに、児童相談所長又は都道府県知事は、家庭裁判所の承認を

得なければならない。ただし、当該児童に係る第二十八条第一項第一号若しくは第二号

ただし書の承認の申立て又は当該児童の親権者に係る第三十三条の七の規定による親権

喪失若しくは親権停止の審判の請求若しくは当該児童の未成年後見人に係る第三十三条

の九の規定による未成年後見人の解任の請求がされている場合は、この限りでない。 
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第 33条の２第 2項（一時保護中の児相長による監護の措置） 

一時保護中の児童に対して、児相長が監護教育に関する措置をとれる根拠条文。この条文

にもとづき、児相長は親権者と児童の面会通信を制限できる。 

 

 

 

 

 

 

 

第 33条の１０（被措置児童虐待） 

被措置児童虐待に関する条文。被措置児童虐待は児童虐待防止法ではなく、児童福祉法に

おいて定義がなされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるもの

についても、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができ

る。この場合において、児童相談所長は、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び

発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有

害な影響を及ぼす言動をしてはならない。 

この節において、被措置児童等虐待とは、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成

事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事

業等、病児保育事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事

業若しくは乳児等通園支援事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、母子

生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児

童自立支援施設若しくは認可外保育施設（第五十九条第一項に規定する施設のうち、第

六条の三第九項から第十二項まで又は第三十九条第一項に規定する業務を目的とするも

のをいう。次項第五号において同じ。）の長、その職員その他の従業者、指定発達支援医

療機関の管理者その他の従業者、一時保護施設を設けている児童相談所の所長、当該一

時保護施設の職員その他の従業者又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて

児童の一時保護を行う業務に従事する者（以下「施設職員等」と総称する。）が、事業を

利用する児童、委託された児童、入所する児童又は一時保護が行われた児童（以下「被措

置児童等」という。）について行う次に掲げる行為をいう。 

一 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

二 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行

為をさせること。 

三 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同

居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他

の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。 

四 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等

に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

② この節において、所管行政庁とは、次の各号に掲げる事業、里親、施設又は一時保

護の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 

一 児童自立生活援助事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事

業、意見表明等支援事業又は妊産婦等生活援助事業 これらの事業について届出を受け、

又はこれらの事業を行う都道府県の知事 
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第 33条の 12の第 1項（被措置児童虐待の通告義務） 

被措置の通告義務に関する条文。 

 

 

 

 

 

 

二 放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、家庭的保育事業等、児童育成支援

拠点事業又は乳児等通園支援事業 これらの事業について認可を行い、若しくは届出を

受け、又はこれらの事業を行う市町村の長 

三 里親 次のイ又はロに掲げる里親の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 

イ 第六条の四第一号又は第二号の規定による登録を受けた里親 当該登録を行つた

都道府県の知事 

ロ 第二十七条第一項第三号の規定による委託を受けた里親（イに掲げるものを除く。） 

当該委託をした都道府県の知事 

四 乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児

童心理治療施設又は児童自立支援施設 これらの施設の設置について認可を行い、若し

くは届出を受け、若しくはこれらの施設を設置する都道府県の知事又は国の設置するこ

れらの施設が属する国の行政機関の長 

五 認可外保育施設又は指定発達支援医療機関 これらの施設が所在する都道府県の

知事 

六 一時保護 次のイ又はロに掲げる一時保護の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 

イ 一時保護施設において行う一時保護 当該一時保護施設を設置する都道府県の知

事 

ロ 第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて行う一時保護 当該委託をした児童

相談所長を監督する都道府県知事 

③ この節において、審議会等とは、次の各号に掲げる所管行政庁の区分に応じ、当該

各号に定めるものをいう。 

一 国の行政機関の長 児童の福祉に関する事業に従事する者又は学識経験のある者

であつて、第三十三条の十五第一項に規定する事項に関し公正な判断をすることができ

るもののうちから、当該国の行政機関の長があらかじめ指定する者 

二 都道府県知事 都道府県児童福祉審議会 

三 市町村長 市町村児童福祉審議会を設置する市町村にあつては市町村児童福祉審

議会、市町村児童福祉審議会を設置しない市町村にあつては児童の福祉に関する事業に

従事する者又は学識経験のある者であつて第三十三条の十五第一項に規定する事項に関

し公正な判断をすることができるもののうちから当該市町村の長があらかじめ指定する

者 

被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県

知事又は市町村長に通告しなければならない。 
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第 33条の１４（被措置虐待の際の都道府県の対応） 

被措置発生時の都道府県の対応に関する根拠条文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 33条の 15（被措置発生時の児童福祉審議会の対応） 

千葉県の場合は「権利擁護部会」が該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県知事若しくは市町村長が一般通告若しくは被措置児童等届出を受けた場合又

は児童虐待通告を受けた都道府県の知事若しくは市町村の長が当該児童虐待通告に係る

児童が被措置児童等虐待を受けた被措置児童等であると認める場合において、当該一般

通告、被措置児童等届出又は児童虐待通告（次項及び第三十三条の十六の二第一項にお

いて「一般通告等」という。）に係る被措置児童等虐待の防止又は被措置児童等の保護の

ため必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村長は、当該被措置児童等

に係る事業、里親、施設又は一時保護の所管行政庁に、速やかに、その旨を通知しなけれ

ばならない。ただし、当該都道府県知事又は市町村長が当該被措置児童等に係る事業、

里親、施設又は一時保護の所管行政庁である場合は、この限りでない。 

② 所管行政庁は、次に掲げる場合において、被措置児童等虐待の防止又は被措置児童

等の保護のため必要があると認めるときは、速やかに、被措置児童等の状況その他の前

項の規定による通知又は一般通告等に係る事実を確認するための措置を講ずるものとす

る。 

一 前項の規定による通知を受けた場合 

二 自らが所管行政庁である事業、里親、施設又は一時保護について一般通告又は被措

置児童等届出を受けた場合 

三 自らが所管行政庁である事業、里親、施設又は一時保護について児童虐待通告を受

け、当該児童虐待通告に係る児童が被措置児童等虐待を受けた被措置児童等であると認

める場合 

③ 所管行政庁は、前項に規定する措置を講じた場合において、被措置児童等虐待の防

止又は当該措置に係る被措置児童等若しくは当該被措置児童等と生活を共にする他の被

措置児童等の保護のため必要があると認めるときは、当該被措置児童等に係る事業を行

う者、里親、施設の設置者又は一時保護を行う者に対する指導又は助言その他の児童の

安全な生活環境を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 

所管行政庁は、前条第二項又は第三項に規定する措置を講じたときは、速やかに、これ

らの措置の内容、これらの措置に係る被措置児童等の状況その他の内閣府令で定める事

項を審議会等に報告するものとする。 

② 審議会等は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項について、

当該所管行政庁に対し、意見を述べることができる。 

③ 審議会等は、前項に規定する事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、

施設職員等その他の関係者に対し、説明、資料の提出その他必要な協力を求めることが

できる。 
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第 47条第 3項（措置中の施設長の監護の措置） 

施設措置中及び里親委託中の児童の監護教育に関して、施設長等が必要な措置をとれるこ

との根拠条文。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法） 
第 2条（児童虐待の定義） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3条（児童虐待の禁止） 

児童虐待の禁止の根拠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する内閣府令

で定める者又は里親（以下この項において「施設長等」という。）は、入所中又は受託中

の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護及び教育に関し、

その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。この場合において、施設長等は、

児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、か

つ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。 

この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者

で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（十八歳に満たな

い者をいう。以下同じ。）について行う次に掲げる行為をいう。 

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外

の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者として

の監護を著しく怠ること。 

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配

偶者に対する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。）の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの

及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。）その他の児童に著しい心理的

外傷を与える言動を行うこと。 

何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。 
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第 5条（児童虐待の早期発見） 

病院、学校、児童福祉施設等は、特に児童虐待を発見しやすい立場であることを自覚し、

早期発見に努めなければならない（努力義務）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6条（通告義務） 

虐待を受けたと思われる児童の通告義務（全国民に課せられている）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7条（通告元の秘匿義務） 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、女性相談支援センター、教育委員会、配偶

者暴力相談支援センターその他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、

児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士、警察官、女性

相談支援員その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場に

あることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。 

２ 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受

けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努め

なければならない。 

３ 第一項に規定する者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た児童虐待を

受けたと思われる児童に関する秘密を漏らしてはならない。 

４ 前項の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第二項の規定による国及び地

方公共団体の施策に協力するように努める義務の遵守を妨げるものと解釈してはならな

い。 

５ 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育

又は啓発に努めなければならない。 

児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県

の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設

置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 

２ 前項の規定による通告は、児童福祉法第二十五条第一項の規定による通告とみなし

て、同法の規定を適用する。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する

法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはな

らない。 

市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告

を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又

は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務

上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 
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第 9条（立入調査） 

立入調査の根拠法令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９条の３（臨検、捜索） 

臨検、捜索の根拠法令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は

児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要

な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票

を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。 

２ 前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り

及び調査又は質問は、児童福祉法第二十九条の規定による児童委員又は児童の福祉に関

する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問とみなして、同法第六十一条の五第

二項の規定を適用する。 

都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は第九条第一項の児童の保護者が正当な

理由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入

り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われている疑いが

あるときは、当該児童の安全の確認を行い、又はその安全を確保するため、児童の福祉

に関する事務に従事する職員をして、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する地方

裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、当該児

童の住所若しくは居所に臨検させ、又は当該児童を捜索させることができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による臨検又は捜索をさせるときは、児童の福祉に関

する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。 

３ 都道府県知事は、第一項の許可状（以下「許可状」という。）を請求する場合におい

ては、児童虐待が行われている疑いがあると認められる資料、臨検させようとする住所

又は居所に当該児童が現在すると認められる資料及び当該児童の保護者が第九条第一項

の規定による立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避したことを証する資料を提出しな

ければならない。 

４ 前項の請求があった場合においては、地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁

判官は、臨検すべき場所又は捜索すべき児童の氏名並びに有効期間、その期間経過後は

執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判

所名を記載し、自己の記名押印した許可状を都道府県知事に交付しなければならない。 

５ 都道府県知事は、許可状を児童の福祉に関する事務に従事する職員に交付して、第

一項の規定による臨検又は捜索をさせるものとする。 

６ 第一項の規定による臨検又は捜索に係る制度は、児童虐待が保護者がその監護する

児童に対して行うものであるために他人から認知されること及び児童がその被害から自

ら逃れることが困難である等の特別の事情から児童の生命又は身体に重大な危険を生じ

させるおそれがあることにかんがみ特に設けられたものであることを十分に踏まえた上

で、適切に運用されなければならない。 
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第 12条（面会通信制限） 

児童虐待を受けた児童と保護者との行政処分による面会通信制限に関する条文。適用さ

れるのは、一時保護中と施設措置若しくは里親委託中のケースであり、在宅ケースに適用は

不可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置（以下「施設

入所等の措置」という。）が採られ、又は同法第三十三条第一項若しくは第二項の規定に

よる一時保護（以下「第三十三条一時保護」という。）が行われた場合において、児童虐

待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要があると認めるときは、児童相談

所長及び当該児童について施設入所等の措置が採られている場合における当該施設入所

等の措置に係る同号に規定する施設（次項において「措置施設」という。）の長は、内閣

府令で定めるところにより、当該児童虐待を行った保護者について、次に掲げる行為の

全部又は一部を制限することができる。 

一 当該児童との面会 

二 当該児童との通信 

２ 措置施設の長は、前項の規定による制限を行った場合又は行わなくなった場合は、

その旨を児童相談所長に通知するものとする。 

３ 第三十三条一時保護が行われている児童に対して当該児童の保護者が児童虐待を

行った疑いがあると認められる場合において、当該児童と当該保護者との面会又は通信

を認めたとすれば当該児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるとき

は、児童相談所長は、内閣府令で定めるところにより、当該面会又は通信の全部又は一

部を制限することができる。 

４ 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置（児童福祉法第二十八条の規定に

よるものに限る。）が採られ、又は第三十三条一時保護が行われた場合において、当該児

童虐待を行った保護者に対し当該児童の住所又は居所を明らかにしたとすれば、当該保

護者が当該児童を連れ戻すおそれがある等再び児童虐待が行われるおそれがあり、又は

当該児童の保護に支障を来すと認めるときは、児童相談所長は、当該保護者に対し、当

該児童の住所又は居所を明らかにしないものとする。 

５ 第三十三条一時保護が行われている児童に対して当該児童の保護者が児童虐待を

行った疑いがあると認められる場合において、当該保護者に対し当該児童の住所又は居

所を明らかにしたとすれば、当該児童の保護に著しい支障を来すと認めるときは、児童

相談所長は、当該保護者に対し、当該児童の住所又は居所を明らかにしないものとする。 
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第 12条の４（接近禁止命令） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が

採られ、又は第三十三条一時保護が行われ、かつ、第十二条第一項の規定により、当該児

童虐待を行った保護者について、同項各号に掲げる行為の全部が制限されている場合に

おいて、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に必要があると認め

るときは、内閣府令で定めるところにより、六月を超えない期間を定めて、当該保護者

に対し、当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他の場所において当該児童の

身辺につきまとい、又は当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他その通常所

在する場所（通学路その他の当該児童が日常生活又は社会生活を営むために通常移動す

る経路を含む。）の付近をはいかいしてはならないことを命ずることができる。 

関連 

２ 都道府県知事又は児童相談所長は、前項に規定する場合において、引き続き児童虐

待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に必要があると認めるときは、六月

を超えない期間を定めて、同項の規定による命令に係る期間を更新することができる。 

３ 都道府県知事又は児童相談所長は、第一項の規定による命令をしようとするとき

（前項の規定により第一項の規定による命令に係る期間を更新しようとするときを含

む。）は、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわ

らず、聴聞を行わなければならない。 

４ 第一項の規定による命令をするとき（第二項の規定により第一項の規定による命令

に係る期間を更新するときを含む。）は、内閣府令で定める事項を記載した命令書を交付

しなければならない。 

５ 第一項の規定による命令が発せられた後に施設入所等の措置が解除され、停止さ

れ、若しくは他の措置に変更された場合、第三十三条一時保護が解除された場合又は第

十二条第一項の規定による制限の全部若しくは一部が行われなくなった場合は、当該命

令は、その効力を失う。児童福祉法第二十八条第三項の規定により引き続き施設入所等

の措置が採られ、又は同法第三十三条第十五項の規定により引き続き一時保護が行われ

ている場合において、第一項の規定による命令が発せられたときであって、当該命令に

係る期間が経過する前に同法第二十八条第二項の規定による当該施設入所等の措置の期

間の更新に係る承認の申立てに対する審判又は同法第三十三条第十四項本文の規定によ

る引き続いての一時保護に係る承認の申立てに対する審判が確定したときも、同様とす

る。 

６ 都道府県知事又は児童相談所長は、第一項の規定による命令をした場合において、

その必要がなくなったと認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その命令を取

り消さなければならない。 
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第 13条の４（資料又は情報の提供） 

児童虐待のケースにおいて、医療機関や市町村等が保有する保護者や児童の情報を提供

できる根拠（あくまで任意で強制ではない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 民法 
第 820条（監護教育権） 

親権者が子の利益のために、子の監護教育に関する権利と義務について規定された条文。 

 

 

 

第 821条 

820条に規定される監護教育の場面で遵守されるべき、総則的な規律。 

 

 

 

 

 

 

地方公共団体の機関及び病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童の医療、福祉又

は教育に関係する機関（地方公共団体の機関を除く。）並びに医師、歯科医師、保健師、

助産師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童の医療、福祉又は教育に

関連する職務に従事する者は、市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童

相談所長から児童虐待に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれて

いる環境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、その保護者その他の関係者に関する

資料又は情報の提供を求められたときは、当該資料又は情報について、当該市町村長、

都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長が児童虐待の防止等に関する事務

又は業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、

これを提供することができる。ただし、当該資料又は情報を提供することによって、当

該資料又は情報に係る児童、その保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に

侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 

親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重

するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の

子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。 
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